
豊田市森林保全・林業振興対策事業 
補助金等交付要綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、林業者又は木材流通加工関係者の組織する団体、森林の整備等を

行う市民グループ又は林業者が行う森林保全・林業振興対策事業（別に定める事業に

限る。）に要する経費に対し、豊田市補助金等交付規則（昭和 45 年規則第 34 号。）

に定めるもののほか、当該年度の予算の範囲内において交付する補助金及び交付金

（以下「補助金等」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （事業内容及び補助率） 

第２条 この要綱に基づき補助金等を交付する事業の種類、目的、事業主体（事業実

施主体）補助対象経費、補助率は、市長が特別に定めた場合を除き、別表のとおりと

する。 

 

 （補助金等の交付申請） 

第３条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、豊田市森林保全・林業振興対策

事業補助金等交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなけ

ればならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書（様式第２号） 

（３）市税完納証明書（発行日が３か月以内のもの） 

（４）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、補助金等の交付の申請をしようとする者が法人又は団体であるときは、

前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を提出させるものとする。 

（１）定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

（２）役員（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、

その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事

等（役員等を置かない場合は、その団体の構成員とする。）をいう。）の氏名、

役職名、住所及び生年月日が記載された書類 

３ 第１項の規定による申請書を提出するに当たって、各事業実施主体について当該

補助金等に係る消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、
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消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除

できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、こ

れを減額して申請しなければならない。 

４ 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付事務の円滑な実施を図る

ため、補助金等交付申請を豊田森林組合又はその他市長が認める団体に委任すること

ができる。また、交付申請以降の手続についても同様に取り扱うことができる。 

 

 （補助金等の交付決定） 

第４条 市長は、補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは補助金等の交付を決定するものとする。この場合において市長は補助金

等交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、補助金等の交付申請をした者が次のいずれか

に該当するときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。 

（１）法人等（法人若しくは団体又は個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっ

ては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては

法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び

支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」という。）又は暴力団員ではないが同条第２号に規定する暴力団（以

下「暴力団」という。）と関係を持ちながらその組織の威力を背景として暴力的不

法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいると認められるとき。 

（２）暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経営

又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等

が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認

められるとき。 

（４）法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営

若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき。 

（６）法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを

知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 



 

 （決定の通知） 

第５条 市長は、補助金等の交付を決定した場合は、速やかに、その決定の内容及び

これに条件を付したときにはその条件を補助金等の交付を申請した者に豊田市森林

保全・林業振興対策事業補助金等交付決定通知書（様式第３号）により通知するもの

とする。 

 

 （申請の取下げ） 

第６条 補助金等の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、当

該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき

は、当該通知を受けた日から起算して１５日を経過した日までに申請を取り下げるこ

とができる。この場合においては、当該補助金等の交付決定はなかったものとする。 

 

 （事業内容の変更承認等） 

第７条 補助事業者が当該決定に係る事業（以下「補助事業」という。）について次に

掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ豊田市森林保全・林業振興対策事業変

更承認申請書（様式第４号）に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなけれ

ばならない。 

（１）補助事業の内容を変更し、又は事業を中止若しくは廃止するとき。 

（２）補助対象事業費の減少により交付決定を受けた補助金額等が補助対象事業費に補

助率を乗じた額を超えることとなるとき。 

（３）その他市長が「承認を必要とする変更」と認めたとき。 

２ 前項の規定により、変更承認申請書が提出されたときは、市長は、第４条の規定

に基づき、既に行った交付決定の内容の全部又は一部の変更を行い、豊田市森林保

全・林業振興対策事業補助金等変更決定通知書（様式第５号）により通知することが

できる。 

３ 前条の規定は前項の場合において準用する。 

 

 （着手及び完了の報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業に着手し、又は完了したときは、速やかに森林保全・

林業振興対策事業着手（完了）報告書（様式第６号）を市長に提出しなければならな

い。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。 

２ 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場



合はその理由を、また補助事業の遂行が困難となった場合にはその理由及び遂行状況

を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。ただし、市長

が特に認めた場合はこの限りでない。 

 

 （遂行状況の報告） 

第９条 市長は、補助事業を適正に執行させるため、必要に応じ補助事業者に豊田市

森林保全・林業振興対策事業遂行状況報告書（様式第７号）の提出を求めることがで

きる。 

 

 （実績報告書の提出） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して２０日

を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに、豊田市森林保全・

林業振興対策事業補助金等実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。 

（１）事業実績書 

（２）収支精算書（様式第９号） 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 

 （補助金等の額の決定、通知及び交付） 

第１１条 市長は、補助事業実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは、交付すべき補助金額等を確定し、豊田市森林保全・林業振興対策

事業補助金等確定通知書（様式第１０号）により通知し、交付するものとする。ただ

し、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を概算払又は前金払により交

付することができる。 

 

 （交付決定の取消し又は補助金等の返還） 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の

交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の一部若しくは全部を返還させる

ことができる。 

（１）この要綱若しくは補助金等の交付決定に付した条件又は市長の指示に違反した 

  とき。 

（２）補助金等を補助事業以外の用途に使用したとき。 

（３）補助金等の運用又は補助金等の執行方法が不適当と認められるとき。 



（４）提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金等の交付に関し不正な行為があった 

とき。 

（５）第１４条の規定による指示に従わず、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は 

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

（６）第４条第２項各号のいずれかに該当するとき。 

 

 （財産の処分の制限） 

第１３条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の

承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担

保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０

年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省令」という。）に定められている耐用年数に相当

する期間（大蔵省令に定めのない財産については、別に市長が定める期間）を経過し

た場合は、この限りでない。 

 

 （検査等） 

第１４条 市長は、補助事業者に対して補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、

又は検査することができる。 

２ 補助事業者は、当該事業に係る収支を整理記帳し、その証拠書類、帳簿等を整理

し、補助事業の完了年度の翌年度から５か年間保管しなければならない。また、国費

を伴う事業については、１０か年間とする。ただし、財産処分制限期間（大蔵省令に

定められている期間）を経過するまでは､財産管理台帳及びその他関係書類を整備保

管しなければならない。 

 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和６年３月３１日に限り、その効力を失う。ただし、同日以前に

この要綱の規定に基づき、交付申請がなされた補助金に関しては、同日後も、なお

効力を有する。 



附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年７月１日から施行する。


